
京都市市営住宅建替事業実施要綱 
 
（趣旨）  
第１条 この要綱は、京都市市営住宅条例（以下「条例」という。）別表に掲げる市営住

宅（ただし、八条市営住宅を除く）及び京都市市営住宅条例施行規則（以下「規則」

という。）第２条に定める店舗を建て替える事業（以下「建替事業」という。）により

除却する市営住宅（以下「旧住宅」という。）又は店舗（以下「旧店舗」という。）の

入居者又は使用者（以下「入居者等」という。）に対する必要な措置を定めるものとす

る。  
 
（移転の申出）  
第２条 建替事業の実施に伴い、旧住宅又は旧店舗（以下「旧住宅等」という。）から、

仮住居又は仮店舗（以下「仮住居等」という。）として次の各号に掲げる住宅又は店舗

（以下「住宅等」という。）に仮移転しようとする入居者等は、移転申請書（第１号様

式）を市長に提出しなければならない。  
 ⑴ 旧住宅以外の市営住宅又は、旧店舗と仮設店舗以外の本市が建設した店舗（以下

「市営住宅等」という。） 
 ⑵ 仮設共同住宅又は仮設店舗（以下「仮設住宅等」という。）  
 ⑶ 本市が借り上げる住宅等  
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、入居者が借り上げる住宅  
２ 前項の規定により仮移転した者のうち、次の各号に掲げる住宅等に本移転しようとす

る者は、仮移転後本移転前までに移転申請書を市長に提出しなければならない。  
 ⑴ 建替事業により新たに建設される市営住宅（以下「新住宅」という。）又は建替事

業により新たに建設される店舗  
 ⑵ 市営住宅等  
 ⑶ 市営住宅以外の住宅  
 ⑷ 市営住宅に付属する店舗以外の店舗  
３ 建替事業の実施に伴い、旧住宅等から前項各号に掲げる住宅等に仮移転を経ずに本移

転しようとする入居者等は、移転申請書を市長に提出しなければならない。  
４ 前３項の規定による申請に係る承認は、それぞれ 1 回に限るものとする。  
 
（家賃等の減額）  
第３条   建替事業の実施に伴い、条例第１７条第４号に基づき、同条例第１５条第１項  

若しくは第５項、第２９条第１項又は第３１条第１項若しくは第２９条の２の規定に

より算定した新住宅又は他の市営住宅（以下「新住宅等」という。）に入居する者の家

賃の額（以下「新住宅家賃額」という。）が、旧住宅に係る明渡しの日の属する月の家

賃の額（以下「旧住宅最終家賃額」という。）を超えるときは、新住宅家賃額から旧住

宅最終家賃額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、

これを切り上げた額）を減額するものとする。 
入居指定日の属する月（以下「入居月」という。）から 12 箇月まで  ６分の５  
入居月から 12 箇月を超え、24 箇月まで  ６分の４  
入居月から 24 箇月を超え、36 箇月まで  ６分の３  
入居月から 36 箇月を超え、48 箇月まで  ６分の２  
入居月から 48 箇月を超え、60 箇月まで  ６分の１  

 



２ 建替事業の実施に伴い、同条例第３２条第４項の規定により算定した新店舗又は

他の市営住宅の店舗（以下「新店舗等」という。）を使用する者の使用料の額（以下

「新店舗使用料」という。）が、旧店舗に係る明渡しの日の属する月の使用料の額

（以下「旧店舗最終使用料」という。）を超える場合の新店舗使用料については、条

例第１７条第５号に基づき、前項の規定を準用して、減額するものとする。この場合、

「新住宅家賃額」とあるのは「新店舗使用料」と、「旧住宅最終家賃額」とあるのは

「旧店舗最終使用料」と、「入居指定日」とあるのは「新店舗等の使用について指定し

た日」と、「入居月」とあるのは「使用開始月」と各々読み替えるものとする。  
３ 第２条に規定する移転申請書の提出があった場合は、規則第８条に規定する申込書の

提出があったものとみなす。  
 
（仮住居等の家賃等）  
第４条 入居者等が仮住居等として第２条第１項第１号に掲げる住宅等に移転する場合は、

旧住宅等の家賃又は使用料（以下「家賃等」という。）に相当する額（当該額が仮住居

等として使用する市営住宅等の家賃等の額を超えるときにあっては、同家賃等の額に

相当する額）を当該仮住居等の家賃等（以下「仮住居家賃等」という。）の額とする。  
２ 入居者等が仮住居等として第２条第１項第２号又は第３号に掲げる住宅等に移転する

場合は、前項の仮住居家賃等の額は、別に定めるものとする。  
 
（移転料等の支払）  
第５条 市長は、旧住宅等の入居者等に対し、建替事業の実施に伴う住宅等に係る移転

（仮移転及び本移転をいう。）に要する費用として、別表第１に掲げる移転料及び協力

金（店舗付住宅又は店舗の移転にあっては、別に定める移転料その他必要と認めるも

の。以下同じ。）を支払うものとする。ただし、次に掲げる場合は、特に必要があると

認めるときに支払うものとする。  
 ⑴ 第２条第１項第４号に規定する住宅に仮移転する場合  

⑵ 仮住居等から市営住宅等以外に本移転する場合  
２ 前項の規定により移転料及び協力金を支払う場合において、市長は、移転に関する契

約書（第２号様式、第３号様式又は第４号様式）により、当該入居者等と移転に関す

る契約を締結するものとする。  
３ 市長は、前項に規定する契約に基づき、当該入居者等の請求により、移転料及び協力

金を支払うものとする。 
 
（仮移転の本移転への変更）  
第５条の２ 建替事業により第２条第１項第１号又は第４号に掲げる住宅等に仮移転した

入居者等が、第２条第２項に規定する移転申請書を提出したうえで、本市と変更契約

書（第４号様式の２）により変更契約を締結したときは、仮移転中の住宅等に本移転

することができる。この場合、別表１に掲げる移転料及び協力金は支払わないものと

する。  
 
（移転完了予定日の変更）  
第５条の３ 建替事業により第２条第１項、第２項及び第３項に掲げる住宅等に移転する

入居者等は、病気、災害その他やむを得ない理由により移転完了日までに移転するこ

とができないと市長が認めたときは、明渡し日及び移転完了日を変更することができ  

る。この場合、改めて本市と変更契約書（第４号様式の３）により契約を締結しなけ

ればならない。  



 
（移転契約の解約）  
第５条の４ 建替事業により第２条第１項第１号又は第４号に掲げる住宅等に仮移転した

入居者等は、移転契約を解約しようとするときは、本市と解約合意書(第４号様式の４)
により契約を締結しなければならない。この場合、すでに移転料を支払っているとき

は、入居者等は移転料を返還するものとする。 
 
（仮住居借上費の助成） 
第６条 市長は、第２条第１項第４号に規定する住宅のうち賃貸住宅に仮移転する場合に

おいて、必要があると認めるときは、入居者の当該賃貸住宅の借上げに対し、別表第

２に掲げる助成金を支払うものとする。  
２ 前項の場合において、市長は、仮住居借上げに関する契約書等（第５号様式、第６号

様式又は第７号様式）により、入居者と契約を締結するものとする。 
３ 市長は、前項に規定する契約に基づき、当該入居者の請求により、助成金を支払うも

のとする。ただし、当該入居者が当該賃貸住宅の家賃を支出する前に支払う家賃に対

する助成金は、６箇月分を限度とする。  
４ 入居者は、第１項に規定する賃貸住宅を明け渡したときは、明渡し証明書（第８号様

式）を、速やかに市長に提出しなければならない。  
５ 市長は前項の明渡証明書（第８号様式）の提出を受けた後、移転状況確認書（第９号

様式）を速やかに作成し、確認しなければならない。  
６ 入居者は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる金額を速やかに市長に

返還しなければならない。  
 ⑴ 第１項に規定する賃貸住宅に係る賃貸借契約が終了した場合において、敷金、保証

金等（以下「一時金」という。）又は家賃の全部又は一部の返還を受けたとき、支払

われた助成金の額を限度として返還を受けた金額  
 ⑵ 一時金又は家賃に対する助成金を受けた後、当該一時金又は家賃を支出しなかった

とき、当該一時金又は家賃に対する助成金のうち支出しなかった金額 
 
（補則）  
第７条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し  

必要な事項は、都市計画局住宅室長が定める。 
 

   附 則  
 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。  
 
   附 則  
 （施行期日）  
 １ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  
 ２ この要綱の施行の際、現に仮住居に移転中の入居者に係る移転料、協力金及び助成

金については、なお従前の例による。  
 
   附 則  
 （施行期日）  
 １ この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。  
 （経過措置）  



 ２ 平成１２年３月１日からこの要綱の施行の日までの間に、本市が市営住宅を建て替

える事業の実施について説明会の開催等の方法により説明を行った当該市営住宅の入

居者に係る移転料、協力金及び助成金については、なお従前の例による。  
 
  附 則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

 
   附 則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

 
   附 則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

 
附   則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成１７年９月２２日から施行する。  
（経過措置）  
２ この要綱の施行前に、市営住宅等建替事業の実施に伴う移転について、説明会の

開催等の方法により説明した市営住宅等の入居者等にかかる移転料及び協力金、仮住

居借上費の助成金については、なお従前の例による。  
 

附 則  
（施行期日）  
１ この要綱は、平成１８年１０月３日から施行する。  
（経過措置）  
２ この要綱の施行前に、市営住宅の建替事業実施に伴う移転について、説明会の開

催等の方法により説明した旧住宅等の入居者等に係る移転料、協力金及び仮住居借

上費の助成金については、なお従前の例による。  
 （関係要綱の廃止）  
 ３ 京都市改良住宅等建替事業実施要綱は、廃止する。  

 
附   則  

（施行期日）  
１ この要綱は、平成１９年９月１日から施行する。  
 
（経過措置）  
２ この要綱の施行前に、市営住宅等建替事業の実施に伴う移転について、説明会の

開催等の方法により説明した市営住宅等の入居者等にかかる移転料及び協力金、仮住

居借上費の助成金については、なお従前の例による。  
 

附   則  
（施行期日）  
１ この要綱は、平成２０年１２月１日から施行する。  



（経過措置）  
２ この要綱の施行前に、市営住宅等建替事業の実施に伴う移転について、説明会の

開催等の方法により説明した市営住宅等の入居者等にかかる移転料及び協力金、仮住

居借上費の助成金については、なお従前の例による。  
附   則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  
 
  附 則  
この要綱は、平成２３年１月１２日から施行する。  

 
  附 則  
この要綱は、平成２４年３月２２日から施行する。  
 
  附 則  
この要綱は、平成２５年３月２９日から施行する。  
 
  附 則  
（施行期日）  
１ この要綱は、平成２７年２月５日から施行する。  
（経過措置）  
２ この要綱の施行の際、養正地区改良住宅等改善事業実施に伴い、現に仮住居に移  
 転中の入居者に係る本移転の移転料については、改正後の別表第１の１移転料の団  
 地外移転を、協力金については、同表の２協力金のその他の場合の団地外移転を適  
 用するものとする。  
  また、鈴塚市営住宅新棟建設事業に伴う移転料については、改正前の別表第１の  
 １移転料を、協力金については、同表の２協力金のその他の場合を適用するものと  
 する。  
 
  附 則  
（施行期日）  
この要綱は、平成２７年８月２１日から施行する。  
 
  附 則  
（施行期日）  
この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。  
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年８月２１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 京都市市営住宅木造住宅等住み替えあっせん制度実施要綱又は京都市市営住宅管

理困難住宅住替えあっせん制度実施要綱に基づき、平成２９年１２月３１日までに締

結した契約に係る移転料については、なお従前の例による。 

 
   附 則 



（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

 
   附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 京都市市営住宅木造住宅等住み替えあっせん制度実施要綱又は京都市市営住宅管

理困難住宅住替えあっせん制度実施要綱に基づき、平成３１年３月３１日までに締結

した契約に係る移転料、協力金については、なお従前の例による。 

  また、崇仁市営住宅建替事業実施に伴う移転について、平成３１年３月３１日ま

でに締結した契約に係る移転料及び協力金については、なお従前の例による。 

  

   附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和２年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 団地再生事業実施に伴う移転について、令和２年６月３０日までに締結した契約

に係る移転料及び協力金については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 
別表第１（第５条関係） 
１ 移転料  

区      分  金    額  

移転料  
同一市営  
住宅内  貨物自動車※1 

不要        ２６０，０００円  
必要        ３５０，０００円  

そ  の  他  ３８０，０００円  

付加移転料  

電 話 移 設 料  １回線につき １１，３３０円  

クーラー移設料  
セパレート型  １台につき  ４４，３３０円 

そ  の  他  １台につき  ２２，１１０円 

湯 沸 器  移 設 料  １台につき  ４５，３２０円 

ピアノ移設料  
（調律費を含む。）  

１階から１階  １台につき  ６８，２３６円 

１階から２階又は

２階から１階※2 １台につき  ８１，７２７円 

そ  の  他※2 １台につき  ９５，２１９円 

※1 移転先が旧住宅の近接住棟の場合、貨物自動車は不要とする。ここで言う近接住

棟とは、旧住宅を含む住棟及び旧住宅を含む住棟と渡り廊下等により物理的に接合

している住棟をいう。なお、移転先が近接住棟ではない場合であっても、旧住宅を



含む住棟からの移転において貨物自動車を要しないと判断できる住棟の場合は不要

とする。 

※2 旧住宅、移転先にピアノを運搬できるエレベーターがあり、使用可能な場合は、

それぞれの階数を 1 階と読み替えて移設料を算定する。 

 

２ 協力金  
区        分  金    額  

建替事業により旧住宅等から市営住宅以外の住宅等（仮

住居等を除く。）に移転した場合  ３８０，０００円  

旧住宅等から仮住居等（入居者が借り上げる民間賃貸住

宅等に限る。）に移転した場合  １９０，０００円  

その他の場合   １４０，０００円  

 
別表第２（第６条関係） 

区    分  金      額  
一時金（賃貸借契約時に直接必要

な費用※1）に対する助成金  
入居者が実際に支出する額  
（６２０，０００円を限度とする。）  

家賃に対する助成金  
（市営住宅駐車場を使用している

場合は、駐車場に対する助成金を

含む。）  

当該住宅の家賃の額（月額１５０，０００円を

限度とする。）と旧住宅の家賃の額との差額※2 

更新料（賃貸借契約の更新時に直

接必要な費用）に対する助成金  
入居者が実際に支出した額  
（更新ごとに１５０，０００円を限度とする。） 

備考 旧住宅の家賃とは、第４条第１項に規定する旧住宅の家賃をいう。各助成金の

限度額については、上表で定める金額を限度とし、各事業の状況に応じて要領等

で定めることができるものとする。  
 ※１ 賃貸借契約時に直接必要な費用とは、敷金、保証金、礼金、仲介手数料又は

これらに代わると認められる費用を指すものとする。  
 ※２ 月の途中で入居した場合における入居月の家賃に対する助成金は、下記のと

おり計算するものとする。  
   日割り額＝家賃差額÷入居月日数 （小数点第３位以下切捨て）  

     助成金額＝日割り額×入居月における入居日数 （小数点未満切捨て）  


